県 (けん)議会 (ぎかい)議員 (ぎいん)の定数 (ていすう)等 (とう)の見直 (みなお)しについて
回答 (かいとう)用紙 (ようし)　【やさしい版 (ばん)】
	（お名前 (なまえ)）

	（年齢 (ねんれい)）
　才 (さい)
	（あなたが住んで (す　　)いる市町村名 (しちょうそんめい)）


	

	みなさんのご意見 (いけん)を自由 (じゆう)に記入 (きにゅう)してください

	



【意見 (いけん)の提出 (ていしゅつ)方法 (ほうほう)】
○　郵送 (ゆうそう)の場合 (ばあい)　　 あて先 (さき)に「〒020-8570　岩手県 (いわてけん)議会 (ぎかい)事務 (じむ)局 (きょく) 議事 (ぎじ)調査 (ちょうさ)課 (か)」と
書 (か)いて送 (おく)ってください。住所 (じゅうしょ)は書 (か)かなくても大丈夫 (だいじょうぶ)です。
○　ファクスの場合 (ばあい)　　　「019-629-6014」の番号 (ばんごう)にファックスを送 (おく)ってください。
○　電子 (でんし)メールの場合 (ばあい)　　「DA0003@pref.iwate.jp」までメールを送 (おく)ってください。
　 　　　　　　　　　　　　　　　（メールの件名 (けんめい)に「県 (けん)議会 (ぎかい)議員 (ぎいん)の定数 (ていすう)等 (とう)の見直 (みなお)しへの意見 (いけん)」と書 (か)いてください）

【意見 (いけん)を受け付けて (う　つ　　)いる期間 (きかん)】
　令和 (れいわ)８年 (ねん)７月 (がつ)17日 (にち)(金 (きん))から令和 (れいわ)８年 (ねん)８月 (がつ)17日 (にち)(月 (げつ))まで
県 (けん)議会 (ぎかい)議員 (ぎいん)の定数 (ていすう)等 (とう)の見直 (みなお)しについて
回答 (かいとう)用紙 (ようし)　【やさしい版 (ばん)】
	（お名前 (なまえ)）
岩手 (いわて)　一郎 (いちろう)
	（年齢 (ねんれい)）
12　才 (さい)
	（あなたが住んで (す　　)いる市町村名 (しちょうそんめい)）
盛岡市 (もりおかし)

	

	みなさんのご意見 (いけん)を自由 (じゆう)に記入 (きにゅう)してください

	・○ページの○○○について、もっとこんなふうに見直 (みなお)してほしい。
・この資料 (しりょう)には書 (か)かれていないけど、○○○に取 (と)り組 (く)んでほしい。
※お寄せ (よ)いただく意見 (いけん)は、どんな意見 (いけん)でも構 (かま)いません。
　より良い (よ　)取り組み (と　く　)を行う (おこな　　)ために、こどもたちの意見 (いけん)をよく聞き (き　)、みなさんにとって最も (もっと　)良い (よ　)ことは何 (なに)かを一緒 (いっしょ)に考え (かんが　　)ていきたいので、感じた (かん　　　)ことや気づい (き　　)たことを、ぜひお聞 (き)かせてください！











【意見 (いけん)の提出 (ていしゅつ)方法 (ほうほう)】
○　郵送 (ゆうそう)の場合 (ばあい)　　 あて先 (さき)に「〒020-8570　岩手県 (いわてけん)議会 (ぎかい)事務 (じむ)局 (きょく) 議事 (ぎじ)調査 (ちょうさ)課 (か)」と
書 (か)いて送 (おく)ってください。住所 (じゅうしょ)は書 (か)かなくても大丈夫 (だいじょうぶ)です。
○　ファクスの場合 (ばあい)　　　「019-629-6014」の番号 (ばんごう)にファックスを送 (おく)ってください。
○　電子 (でんし)メールの場合 (ばあい)　　「DA0003@pref.iwate.jp」までメールを送 (おく)ってください。
　 　　　　　　　　　　　　　　　（メールの件名 (けんめい)に「県 (けん)議会 (ぎかい)議員 (ぎいん)の定数 (ていすう)等 (とう)の見直 (みなお)しへの意見 (いけん)」と書 (か)いてください）

【意見 (いけん)を受け付けて (う　つ　　)いる期間 (きかん)】
　令和 (れいわ)８年 (ねん)７月 (がつ)17日 (にち)(金 (きん))から令和 (れいわ)８年 (ねん)８月 (がつ)17日 (にち)(月 (げつ))まで
